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第６章 地位の承継 

 
 １ 一般承継（法第44条） 

 開発許可又は建築許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地

位を承継するときは、その旨市長に届け出なければならない。 

なお、一般承継人とは次のものをいう。 

（１）相続人 

（２）合併後存続する法人（吸収合併の場合）  

 (３）合併により新たに設置された法人（新設合併の場合） 

  

２ 特定承継（法第45条） 

開発許可を受けた者の特定承継人（開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権そ

の他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者）は、市長の承認を受けて開発許可

に基づく地位を承継することができる。 

 

 

 

 

第７章 開発登録簿（法第46条、法第47条） 

 

 市長は開発許可をしたときは、開発行為の利害関係人、善意の第三者等の権利利益の保護、開発行

為と建築基準法による建築主事の確認との連携等の目的を果たすため、開発登録簿を調製し、保管し

なければならない。 

 なお、開発登録簿の内容は、開発許可（変更許可、変更の届出）年月日、予定建築物等の用途、公

共施設の種類、法第41条第２項ただし書又は法第42条第１項ただし書の規定による許可等を記載し

た調書及び土地利用計画図とする。開発登録簿は、開発登録簿閲覧所において、公衆の閲覧に供する。

また、請求があったときはその写しを交付する。 

 


